






内灘町防災と子どもの安全推進計画（防災・安全） ○

令和5年度　～　令和9年度　（5年間） 内灘町

　本町では、これまでハザードマップの作成や地域防災計画で指定する避難所の耐震化に集中的に取り組み、平成29年度末で全指定避難所32箇所のうち31箇所の耐震化整備が完了する。今後も防災意識を薄めることなく、町民が安心・安全に暮らせる災害に強いまちづくりを実現するた
め、平成30年度から、避難所として指定されている小学校等を中心とするエリアにおける避難路整備及び避難地整備を実施しており、令和5年度からも引き続き集中的に実施する。
　また、平成26年度より毎年1小学校下を対象とし、学校、警察署、道路管理者、地域の関係者等による通学路の合同点検を実施してきたところであるが、この取組を継続し、避難路整備と併せた子どもの通学路等の安全性対策を実施し、地域と一体となって、町の防災性と子どもの安
全性を総合的に向上させる。

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 令和5年2月1日

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象

計画の目標

交付金の執行状況
（単位：百万円）

未契約繰越＋不用率が10％を超えている場
合その理由

不用額
（h = c+d-e-f）

0.0

翌年度繰越額
（f）

0.0

うち未契約繰越額
（g）

0.0

前年度からの繰越額
（d）

0.0

支払済額
（e）

69.2

計画別流用
増△減額
（b）

0.0

交付額
（c=a+b）

69.2

R5 R6 R7 R8 R9

配分額
（a）

69.2


